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〓お知らせ〓 

 

 

 

認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施致します。 

また、該当支部の事業場(認証工場)には追ってご案内いたしますが、あらかじめご承知置き下さい。 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

南巨摩南 令和 6 年 １月 15 日（月）  各 事 業 場 巡 回  10：00～16：00 

上 野 原 3 月 4 日（月）  各   事   業  場   巡  回  10：30～16：00 

東   八 3 月 12 日（火）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

東   八 3 月 14 日（木）  振  興 会    実  習 場  9：00～16：00 

東   八 3 月 15 日（金）  振興会 実習場  9：00～16：00 
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OBD検査開始時点（令和６年10月１日～）ではOBD検査の対象車数も少ないことから、OBDの検査を
事前にしてある車とない車で検査コースを分けるような想定はしていないと聞いておりますが、OBD検
査対象車の普及に伴い将来的には検査項目含め検討を進めて参りたい。

山梨県自動車整備振興会（11月分）
事業者からの意見等

OBD検査対象機器の古い物は使用できるか判明するのはいつか？

OBD検査用のスキャンツールを指しているとの認識ですが、既存の整備用スキャンツールがOBD検
査用として対応するかについては、OBD検査準備会合の資料４を参考にして頂くとともに、各スキャン
ツールメーカーにお問い合わせ頂きたい。
（OBD準備会合資料４）https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001707721.pdf

支局への持込み検査時、現地でのOBD検査による混雑を避ける為コースレーン外での検査
等を検討していただきたい。認証工場にてOBDシステムを整え事前検査して持ち込んだの
に、ユーザー車検等での現地での検査によって混雑し時間が掛かる事の無いようにお願い
したい。

機構におけるOBD検査は無線LANを介して実施するため、検査コース内はもちろん待機レーンにお
いても実施可能であり、所要時間についても１～２分程度と外観検査実施中に検査完了できるものと
聞いているが、ユーザー車検含め現地での検査が混雑して整備事業者の皆様にご迷惑をお掛けし
ないようプレ運用期間の習熟も含め準備を進めて参りたい。

来年８月からのヘッドライト検査のロービーム測定について、ユーザーや外観からでは不具
合がわからないので、車検入庫時に初めてヘッドライトの交換が必要となる車両が出てくる
と思われます。しかしヘッドライトは高額な為、低年式車では車両入れ替えも考えられ車検
切れ間近では混乱の恐れがあります。どうか低年式車両では後１度、ロービームで不合格
の場合ハイビームによる検査を実施して頂き、ユーザーに周知する猶予を与えていただき
たいと思います。

機構において回答をお願いしたい。
（国の立場としては、頂いたご意見は本省自動車整備局にも報告させて頂きます。整備工場の先に
は自動車ユーザーがいるので、整備事業者や整備振興会が懸念されていること、①機構でロービー
ム不合格になった車両が指定工場に持ち込まれた際（限定保適の交付依頼があった際）の対応や、
②機構で不合格となった場合の自動車ユーザーへの説明方法などについて、わかりやすい対応を要
望することとしたい。）

意見など 回答（関東運輸局）

予備検査場でOBDの検査をしてもらうと、すぐに車検に反映されるのか？
機構におけるOBD検査実施前にOBD確認が行われると、その結果はすぐにシステムに反映されると
聞いております。

OBDの検査を事前にしてある車とない車を検査場でどう分けて検査するのか？
特に軽は２コースしかなく分けられるのか？

先日、北海道でのジムニーの車輪脱落事故の未認証整備について、この機会に未認証整
備をこれまでの指導より、メディア・関係省庁等と連携し重い罰則及び取り締まり等を実施し
ていただきたい。

頂いたご意見につきましては本省自動車整備局にも報告させて頂き、国土交通省として適切な対応
を取って参りたい。

令和５年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 
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定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

同時に大型車の車輪脱落事故防止を図るため、トルクレンチを使用して締付けトルクの確認を行いました。 

街頭検査の結果は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※南巨摩南支部の皆様、 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月より、検査用スキャンツ－ルを用いたＯＢＤ検査の本格運用が開始されます。この本格運

用に向けたプレ運用（習熟期間）が１０月から開始されました。 

  認証及び指定工場においてＯＢＤ検査及びプレ運用を行うには、事前にＯＢＤ検査システムに「事業場Ｉ

Ｄ申請」が必要となり、今年４月より「ＯＢＤ検査ポ－タルサイト」において受付が開始されております。ＯＢＤ

検査システム及び登録に必要な情報は下記のＯＢＤ検査ポ－タルサイトからご確認願います。 

（各種マニュアル類も下記のＯＢＤ検査ポ－タルサイトから入手できます。）  

https://www.obd.naltec.go.jp/ 

 

～【ＯＢＤ検査について】～ 

● 指定工場は、対象車の完成検査時に「ＯＢＤ検査」が必要になります。 

  （検査用スキャンツールを使用します。） 

 

日時 実施場所
 運輸支局 ３名 総検査車両数 　　２０台 

南巨摩郡 自動車技術総合機構 １名 不良車両数 　４台 
１２月１４日（木） 南部町福士 南巨摩南支部 ６名 整備命令 　　２台 

１３：３０～１５：３０ 道の駅とみざわ駐車場内 振興会 １名 口頭警告 　２台 
警察 ２名 車検切れ 　０台 
山梨県 ６名 

主な不適合箇所　同一性・構造　保安装置　電気・灯火類

大型車ホイ－ルナット締め付け点検実施台数　　８台（緩み有り ７台）

硫黄分濃度測定結果　　　　　　　　　　　　１４台（基準値超え ０台）

参加者 摘要

締付けトルク確認の模様 

街頭検査の実施結果について 

ＯＢＤ検査システムの「事業場ＩＤ申請」を受付けております 
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● 認証工場についても、自工場で検査用スキャンツールを使用して「ＯＢＤ検査と同等の確認（ＯＢＤ確

認）」を実施した場合、原則として車検場においてＯＢＤ検査が省略されます。 

 

● ＯＢＤ検査（確認）及びプレ運用を行うには、事前にＯＢＤ検査システムへの利用申請が必要になります。

なお、自工場でＯＢＤ検査（確認）を実施せずに対象車を車検場に持ち込む場合には、ＯＢＤ検査を車

検場で実施するため利用申請は不要となります。 
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＜振興会が実施する一括申請について(会員様向け)＞ 

ＯＢＤ検査システムの利用を希望する会員事業場の情報を振興会でとりまとめて、自動車技術総合

機構（運用管理センター）に「事業場ＩＤ申請」を一括申請いたします。 

振興会を経由した一括申請を希望される場合は、振興会ホームページ→会員ページ→会員専用ペー

ジ→振興会からのお知らせ→ ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請について→ＰＤＦ資料を参照して

いただき必要書類(Excel デ－タ)を添付の上、下記アドレス宛にメ－ル送信にてお申し込みください。 

なお、送信元であるメ－ルの件名は「ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請」と入力して送信してくださ

い。 

  

メ－ルアドレス  ｓｉｄｏｕ＠ａｍｓ-ｎｅｔ．ｊｐ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①振興会ホームページ会員ページへ         ②振興会からのお知らせ 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）       ボタンをクリック 

 

③ ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請について      ④必要書類(Excel データ)を添付の上、 

→ＰＤＦ資料参照                               メール送信 

 

なお、振興会が実施する一括申請は登録のみとなります。その後は自動車技術総合機構（運用管

理センター）より申請完了及びクライアント証明書の招待コードのメールが届きますので、ご確認頂き、

各事業場で作業（アプリのインストール等）を進めてください。 

 

また、振興会での一括申請は複数の事業場から申請があることから、登録には一定の時間を要しま

す。早急に事業場 ID が必要な方は OBD 検査ポータル (naltec.go.jp)【独立行政法人 自動車技術総

合機構】より個別に事業場登録をお願い致します。 

＜検査用スキャンツールの認定機器一覧の公開について＞ 

令和６年１０月より、ＯＢＤ検査制度が導入されることに伴い、一般社団法人日本自動車機械工具協

会のホームページにおいて、認定された検査用スキャンツール型式一覧表が掲載されております。 

今後も随時更新されますので、必要に応じてご確認ください。 

  

一般社団法人日本自動車機械工具協会ホームページ  https://www.jasea.org/ 

振興会ホームページ 
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〇「国土交通省における経営力向上計画の認定を受けた整備事業者の生産性向上等に係る取組事例

のチラシ」の配布について 

 

国土交通省では、｢中小企業等経営強化法｣に基づき、認定された｢経営力向上計画｣の中から、令

和５年度においても生産性向上等の取り組みに係るアンケート調査を整備事業者に対して実施し

ておりましたが、今般、当該認定事例のチラシを作成しました。 

つきましては、会員の皆様に配布いたしますので、整備事業者における生産性向上等に係る取組

事例の参考としてご活用ください。 

 

  ・「国土交通省における経営力向上計画の認定を受けた整備事業者の生産性向上等 

に係る取組事例のチラシ」                   

各工場一枚(両面印刷) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の配布物について 
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整備事業者がリコ－ル情報を確認する方法として、各自動車メーカーのホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

 入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                           

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコール情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

 「検索」ボタンをクリック 

 

リコール検索システムをご利用ください 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 
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① 日整連ホームページ下段へ 

 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
 

 

国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」

が開設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツ－ルの情報等

が掲載されましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システムをご利用ください 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ 


